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生存と協働を支える所得保障試論
　

村上慎司

1　はじめに

　人々の生存と「協働（cooperation）」を実現するためには，多くの複雑な要
因とその連関を分析することが不可欠である．かかる作業の土台として，本稿
は所得保障に専念した検討を行う．現在の日本社会はこれまでに想定されてい
た雇用と社会保障からなる生活保障制度が機能不全に陥っている．そんな中で，
雇用を通じて稼得される所得と社会保障による所得保障との関連性が，重要な
論点として問われている（宮本 2009 等）．また，社会疫学の分野では，所得格
差が拡大すると不健康が増えるという相対的所得仮説についての実証研究が蓄
積され（Kawachi and Kennedy and Wilkinson eds 1999 等），所得保障は健康の社
会的決定要因として注目を集めている．生存と協働を支える所得保障の可能性
と限界を論考することは，日本が直面する生活保障機能不全への解決に向けた
貢献をなしうるものであり，社会的意義があると考えられる．
　多くの所得保障の中でも，本稿はベーシック・インカム（Basic Income，以

下 BI）とその変種としてみなすことができる給付付き税額控除に注目する．
BI 世界ネットワーク（Basic Income Earth Network）による BI の定義とは，す
べての人に対して個人単位に基づき資力調査や就労要件なしに無条件に給付さ
れる所得である 1）．この定義では，BI は無条件を謳っているが、シティズン
シップや社会の成員などの条件を課すこともありうる（Van Parijs 1995=2009）。

　BI は様々な意図から論じられている．例えば，市場を重視する論者は，市
場の活性化や社会保障制度の効率的運用を目指すために BI を主張する．反対
に，分厚い再分配を要求する論者は，BI の導入によって，既存の社会保障制
度の機能不全を解決し，生存権が保障されると主張する．

　本稿は BI の特徴として，無条件性ではなく，より普遍主義的な志向性を有
する点と簡潔な所得保障という点に着目し，市場で稼得した所得や生活保護と
いった選別主義的な社会保障とは異なるオルタナティブな所得保障の可能性を
探究する．具体的に本稿が想定する BI の考え方とは，国籍等のシティズンシ
ップを条件として，徴税機構を備えた政府による，当該社会の各個人への一律
の BI ならびにニーズによって調整された所得保障・現物給付からなる分配を
通じて，人々は受け取る金額等によって測定されるある種のベースライン（デ

ィーセントな生活水準）を超えた水準の実質的な自由と福祉を享受するべきで
ある，というものである．
　こうした BI を実現させていく際に直面する多くのハードルの中で，財源問
題はひと際高いものとしてある．後に詳しく述べるように本稿が給付付き税額
控除を検討する理由の一つには BI よりも安価に実現できる点がある．この BI
の財源調達については様々な考え方が存在する．例えば，所得税，消費税，法
人税，相続税，環境税，公共通貨，そして，これらの任意の組み合わせなどが
考えられる．
　BI の財源調達について，日本の学術領域では所得税による BI の財源論が多
い 2）．以下では，その嚆矢である小沢（2002）の BI 財源試算の考え方を確認
しよう．それは，第一に，生活保護の生活扶助額を参考にして，支給される一
人あたりの BI の月額を 80,000 円とラフに設定し，第二に，日本国民全員に一
律月額 80,000 円の BI を支給した場合の年間 BI 総額を算出する．第三に，こ
こが小沢（2002）の特色であるが，年間 BI 総額の財源は，所得控除を廃止し
た単一比例所得税によって調達する．その比例税率は，年間 BI 総額と財務
省の統計を参照した給与総額から計算して当時の統計データで約 50％となる．
後に，給与総額ではなく給与所得総額への課税に修正した小沢（2008）は，一
人当たり月額 80,000 円で 45％の単一比例所得税によって，財源調達ができる
試算を論じている．
　この小沢（2002）の BI 財源試算の考え方は，後続の研究に対して大きな影
響を与えた．例えば，山本（2006）は，小沢（2002）の BI 財源試算のモデルに
基づき「所得再分配調査平成 14 年版」の個票を用いて，ジニ係数の観点から
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BI 導入後の再分配効果を明らかにした．そこでは，18 歳以下の子ども層，19
歳以上 65 歳未満の青年・中年層，65 歳以上の高齢層という三つの年齢グルー
プからなる年齢別 BI，さらに，世帯単位 BI の可能性も検討されている．
　原田（2010）は，年齢別 BI の考え方を採用して，支給対象者を 20 歳から 64
歳の日本国民に限定し，支給 BI 月額を 7 万円，年間総額を 63 兆円と計上し
ている．その財源は，内閣府「国民経済計算」の 2008 年雇用者所得 262 兆円
への 3 割比例課税である 79 兆円によって，調達する．この 79 兆円と先ほどの
BI 年間総額 63 兆円の差額は 16 兆円である．このことは現行の所得税収とほ
ぼ同じ規模の予算執行が可能であることを示している．
　飯田（2011）は，単身世帯では月額 80,000 円でそれ以外の世帯では等価とな
る調整された金額を支給するという世帯単位 BI を検討している．この考え方
は，生活水準の比較の際にしばしば利用される等価所得概念に着想を得たも
のである．等価所得とは，世帯所得を世帯人数の平方根で除し，世帯におけ
る規模の利益を調整しようとするものである．例えば，二人からなる世帯で
は，80,000 円に √2 の切り上げである 1.5 をかけた 12 万円が支給月額となる．
この世帯 BI に要される日本の年間総額は 72 兆 6,652 億円である．その財源は，
以下のように考える．まず，平成 21 年度概算で 9 兆円の基礎年金支給費国家
負担，2.2 兆円の子ども手当予算，生活保護の一部予算 2 兆円は，BI 導入によ
って不要になり，この合計である 13.2 兆円を先の BI 総額から引いた約 59 兆
円の調達が問題となる．そこで，次に，社会保障目的税として 10％まで消費
税を増税しつつ，インボイス方式の導入等により徴税効率化を図り，25 兆円
を確保する．さらに，年 100 兆円に達すると見込まれる相続財産に対して，配
偶者以外の控除を撤廃し，一律 20％課税することで約 10 兆円を得ることでき
るという．最後に，残る 24 兆円は所得控除廃止等による所得課税強化によっ
て調達する．なお，飯田（2011）は，世帯単位 BI だけでなく，世帯単位の負
の所得税や給付付き税額控除の可能性にも言及している．
　他方で，経済学における最適所得課税論のモデルに立脚した BI 財源論もあ
る．Mirrlees（1971）のモデルを基本とする最適所得課税論とは，一定の税収
を確保するという前提のもとで，政府は各個人の労働能力に関する情報を持

たないこと , 効率性と衡平性の価値判断を何らかの基準によって反映させた社
会的厚生関数の形状 , といった幾つかの仮定を設けて，税率と補助金の決定を
論じる．日本の社会的文脈に即した研究として，浦川（2007） は，最適課税所
得理論を援用した Atkinson（1995）の BI ／定率所得税の理論モデルをベース
として 20％，30％，40％，50％の税率と労働供給関数のパラメータを組み入
れた精緻な議論を展開している．また，伊多波・塩津（2011）は，幾つかの仮
定を設けて 15 歳から 64 歳の労働力人口を除く扶養人口のみに支給される部分
BI を論じている．
　このような議論を展開する研究者たちは所得控除を廃止した比例所得税に
よって主に財源調達をするべきと主張している（小沢 2002 等）．しかしながら，
所得控除は人々の世帯構成や障害などの社会的カテゴリーに共通する負担（不

利性）を考慮したものであり，これらを全廃することは果たして許容できるの
かどうかが問われる．このことは，所得控除の代替として，現在の日本で廃止
された子ども手当の復活のような何らかの手当ての実施を検討することと関わ
る．
　また，ここまでの概観でわかるように管見の限り日本の先行研究では，累進
所得税やその税率強化による BI 財源論は十分に検討されていない．海外では，
例えば，Murphy and Nagel（2002=2006）は，同書の書評である山森（2007）

が BI に引きつけて詳細に解説されているように，BI と累進所得税の組み合
わせを肯定的に論じていると解釈することができるだろう．また，Atkinson

（1995）においても十分に分析されていないが，累進所得税を財源とする BI
構想の可能性に言及している．日本政府は，2015 年から所得税の最高税率を
45%に引き上げることを予定している 3）．こうした中で．財源としての累進所
得税を検討することは，ますます重要になっていると考えられる．
　累進所得税は担税力を反映する利点を有する．反対に，累進所得税の欠点と
して，労働インセンティブへの阻害要因と税率設定の複雑さが指摘できる．本
稿の主題の一つは，こうした BI の財源論について比例所得税よりも累進所得
税を擁護する議論を展開することである．ここには，富裕層と貧困層の担税力
に関する本稿の問題意識が反映させている．
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　所得税に加えて，本稿は消費増税によっても BI の財源を調達する議論を展
開する．本来であれば法人税や相続税などの他の財源を含んだ日本の税制全体
に関する議論が望ましいが，本稿ではこのような全体的研究の予備的作業とし
て日本の税制において中心的役割を果たす所得税と消費税の二つに集中する．
消費税による BI の財源論は Werner（2006）のように先行研究があり，本稿も
そのような先行研究の知見に負う側面がある一方で．消費税を BI の財源とす
る本稿独自の理由もある．このことは消費税の逆進性緩和策をめぐる軽減税率
と簡素な給付措置という政策の選択に関わるため，消費税を財源とする本稿の
理由を説明する前に日本における消費税を巡る動向についてごく簡単に確認し
よう．
　現在，日本政府は消費税を社会保障財源として大きな期待を寄せている．消
費税は景気に対して安定的な収入をもたらし，かつ所得税とは異なり勤労世代
に限定されない幅広い世代から徴収できる利点がある．後者について，高資産
を保有し高い購買力を持つ高齢者に対して課税できることは世代間の衡平性を
考える場合に重要な点である．しかしながら，仮に高税率の消費税が導入され
たならば，低所得層への何らかの配慮が求められる．なぜなら，消費税は富裕
層よりも貧困層にある時点で相対的により重い税負担を課す逆進的であること
が懸念されるからである 4）．実際に，日本政府は現行の税率 5％から 2014 年 4
月からの 8％への消費税増税に伴って，一時的に引き上げ負担の緩和のために，
低所得層へ 10,000 円から 15,000 円を「簡素な給付措置」として実施すること
を決めた 5）．これは，社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革
を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第 7 条第 1 号ハの規定に基づ
くものであり，その主な内容は，次の三つである．①給付対象者は市町村民
税（均等割）が課税されていない者（ただし，当該税が課税されている者の扶養親

族は除き，生活保護制度内で対応される被保護者も対象としない）である．②給付
額は給付対象者一人につき，10,000 円（1 年半分 6）を 1 回の手続で支給）である．
③加算として，①の給付対象者のうち，（a）老齢基礎年金（65 歳以上），障害
基礎年金，遺族基礎年金の受給者等，または，（b）児童扶養手当法による児
童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の対象となる手当の受給者に該当

する者には，一人につき 5,000 円が上乗せされる．簡素な給付措置の総額は約
3,000 億円を見込んでいるが，その内訳として市町村民税非課税者の約 2,400
万人のなかで 1,200 万人強は加算の対象としているという 7）．　
　このような消費税増税の緩和策として，簡素の給付措置以外に諸外国で実施
されている食料品などの生活必需品の税率を低く抑える軽減税率という手法も
あり，日本政府の与党税制協議会は生活必需品の税率を低く抑える軽減税率に
関する調査委員会で検討を行い，中間報告を刊行した 8）．だが，軽減税率に対
して，①どのような品目が軽減の対象になるかどうかを巡っての恣意的裁量，
②複数税率を導入することに伴って生じる行政や企業のコスト増大，③デンマ
ークのように消費段階で低所得層対応するのではなく社会保障給付の段階で対
応するほうが望ましいこと，④絶対額の観点から高所得層のほうがより多く
の便益を享受すること，などの観点から否定的な見解もある（森信 2007; 八塩・

長谷川 2009; 権丈 2011; 出口 2013 等）．

　軽減税率と対比される案が簡素な給付措置と似た側面をもつ給付付き税額控
除と呼ばれる低所得層に対して税額控除による減税と直接的な現金給付を組み
合わせた案が積極的に検討されている．給付付き税額控除とは，ある条件をみ
たした上で，課税最低限以下の低所得者に対して，税額控除できない部分を現
金給付ものである．
　ある意味では，消費税の逆進性対策として簡素な給付措置や給付付き税額
控除といった個人単位の直接的現金給付の導入は、BI 導入への素地となりう
る可能性がある。この可能性を追求するものとして、例えば、中谷（2008）は、
還付金付き消費税による BI を構想している。本稿が消費税に着目する理由は，
所得税では徴税できない高い担税力のある高齢層からの負担が可能になるのと
同時に，逆進性対策において BI やその変種を組み合わせた議論が可能となる
からである．
　給付付き税額控除は社会保険料負担緩和や児童税額控除等の幾つかの目的を
想定して設計することができるが，本稿では二つのタイプに注目する．第一の
ものは前述したように消費税逆進性緩和型給付付き税額控除である．第二のも
のは勤労税額控除である．　
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　本稿で提唱される給付付き税額控除をより具体的に言えば，消費税率引き上
げの緩和策として所得税納税者に相当する勤労世代に限定した給付も伴う勤労
税額控除である．給付付き税額控除の利点は，給付対象を限定することによっ
て，BI よりも財政的実行可能性を高めることができること，そして，本稿の
ように勤労税額控除型の場合は就労インセンティブを組み込むことのできるこ
とにある．だが，給付付き税額控除は，無条件かつ普遍主義的な分配を志向す
る BI の魅力を損なった部分 BI であるという批判もありうる．
　以上を背景とする本稿の第一の目的は，BI と給付付き税額控除について，累
進所得税と消費税の税率変更を反映した大まかな財源試算を行うことである 9）．
この試算における消費税率引上げの考え方は飯田（2011）を参考にしている．そ
して，本稿の第二の目的は，その財源試算を用いて，累進所得税を擁護し，所
得控除廃止の是非を考察することである．

2  BI と給付付き税額控除の財源試算

　　2.1　BI の財源試算──基本モデルとその結果

　本稿では所得税の累進を強化し消費税率を高めて，BI と次節で扱う給付付
き税額控除の財源とする．このとき，どのように税率構造における所得階級を
区分し，それぞれの所得階級ごとの累進税率を高めるのかに関する困難な問い
を論じなければならない．
　この問いに対して，本稿は過去の日本の税制において採用されていた累進税
率構造に着目する．表 1 は，戦後日本で実施された主な累進所得税率の変遷を
示している．
　ただし，過去と現在では物価水準が異なるために同じ貨幣尺度でもその実
質的な価値は異なると考えられる．そこで，表 2 は，総務省統計データから
2010 年を基準年とする消費者物価指数（CPI）を用いて，表 1 で適用される課
税所得の各年の階級区分の数字を調整する数値を算出したものである．表 2 で
の調整値の算出は，2010 年の実質的な貨幣価値となるために，100 で各年の
CPI を割った値に四捨五入して整数とした．表 2 の調整値を用いた表 3 は，実
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　本稿で提唱される給付付き税額控除をより具体的に言えば，消費税率引き上
げの緩和策として所得税納税者に相当する勤労世代に限定した給付も伴う勤労
税額控除である．給付付き税額控除の利点は，給付対象を限定することによっ
て，BI よりも財政的実行可能性を高めることができること，そして，本稿の
ように勤労税額控除型の場合は就労インセンティブを組み込むことのできるこ
とにある．だが，給付付き税額控除は，無条件かつ普遍主義的な分配を志向す
る BI の魅力を損なった部分 BI であるという批判もありうる．
　以上を背景とする本稿の第一の目的は，BI と給付付き税額控除について，累
進所得税と消費税の税率変更を反映した大まかな財源試算を行うことである 9）．
この試算における消費税率引上げの考え方は飯田（2011）を参考にしている．そ
して，本稿の第二の目的は，その財源試算を用いて，累進所得税を擁護し，所
得控除廃止の是非を考察することである．

2  BI と給付付き税額控除の財源試算

　　2.1　BI の財源試算──基本モデルとその結果

　本稿では所得税の累進を強化し消費税率を高めて，BI と次節で扱う給付付
き税額控除の財源とする．このとき，どのように税率構造における所得階級を
区分し，それぞれの所得階級ごとの累進税率を高めるのかに関する困難な問い
を論じなければならない．
　この問いに対して，本稿は過去の日本の税制において採用されていた累進税
率構造に着目する．表 1 は，戦後日本で実施された主な累進所得税率の変遷を
示している．
　ただし，過去と現在では物価水準が異なるために同じ貨幣尺度でもその実
質的な価値は異なると考えられる．そこで，表 2 は，総務省統計データから
2010 年を基準年とする消費者物価指数（CPI）を用いて，表 1 で適用される課
税所得の各年の階級区分の数字を調整する数値を算出したものである．表 2 で
の調整値の算出は，2010 年の実質的な貨幣価値となるために，100 で各年の
CPI を割った値に四捨五入して整数とした．表 2 の調整値を用いた表 3 は，実
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質的な貨幣価値を調整された累進所得税率の変遷を示している．
　表 3 が示すように，1969 年と 1974 年は過去の日本において所得税の累進性
が強かった時期である．本稿は，これら二つの年の累進税率構造に戻した財源
試算を行う．
　BI の財源試算の基本モデルは，所得控除がない場合の村上（2009）の所得税
の試算モデルの変種であり，源泉所得税と申告所得税という二つの所得税のみ
に焦点を当てる．統計データに関して，申告所得税については国税庁の 2009
年の「申告所得税標本調査」，源泉所得税については国税庁の 2009 年の「民間
給与実態統計調査」を利用する．本稿は，村上（2009）の試算モデルと同様に
以下のような諸条件を課す．
　第一に，源泉所得税の税率変更試算では民間給与実態統計調査から「給与」
をベースに階級区分を設定しているが，申告所得税の税率変更試算では申告所
得税標本調査から「所得」をベースに階級区分を設定している．前者では給与，
つまり，給料・手当及び賞与の合計額であり，必要経費を反映した給与所得控
除前の稼得金額であるのに対して，後者では収入から必要経費が引かれた所得
である．本来であれば申告所得税の収入の統計データを利用することが望まし
いが，そのような統計データは公開されておらず，ここでは近似的に申告所得
税の税率変更試算では所得を採用する．
　第二に，税率の変更によって人々の行動が変化しないという条件である．本
来であれば，課税によって変化する人々の就労行動などを組み込んだ方がより

表2　2010年基準消費者物価指数（CPI）による税率の調整値
年 CPI 調整値

1969 30.8 3
1974 50.4 2
1984 88.4 1
1987 91.1 1
1989 94.4 1
1995 103.3 1
1999 105.1 1
2007 101.1 1
2010 100 1

出典：総務省　統計データ   
東京都区部持家の帰属家賃を除く総合
（1947 年〜最新年） 
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=
000001033703&cycode=0　をもとに作成 
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質的な貨幣価値を調整された累進所得税率の変遷を示している．
　表 3 が示すように，1969 年と 1974 年は過去の日本において所得税の累進性
が強かった時期である．本稿は，これら二つの年の累進税率構造に戻した財源
試算を行う．
　BI の財源試算の基本モデルは，所得控除がない場合の村上（2009）の所得税
の試算モデルの変種であり，源泉所得税と申告所得税という二つの所得税のみ
に焦点を当てる．統計データに関して，申告所得税については国税庁の 2009
年の「申告所得税標本調査」，源泉所得税については国税庁の 2009 年の「民間
給与実態統計調査」を利用する．本稿は，村上（2009）の試算モデルと同様に
以下のような諸条件を課す．
　第一に，源泉所得税の税率変更試算では民間給与実態統計調査から「給与」
をベースに階級区分を設定しているが，申告所得税の税率変更試算では申告所
得税標本調査から「所得」をベースに階級区分を設定している．前者では給与，
つまり，給料・手当及び賞与の合計額であり，必要経費を反映した給与所得控
除前の稼得金額であるのに対して，後者では収入から必要経費が引かれた所得
である．本来であれば申告所得税の収入の統計データを利用することが望まし
いが，そのような統計データは公開されておらず，ここでは近似的に申告所得
税の税率変更試算では所得を採用する．
　第二に，税率の変更によって人々の行動が変化しないという条件である．本
来であれば，課税によって変化する人々の就労行動などを組み込んだ方がより

表2　2010年基準消費者物価指数（CPI）による税率の調整値
年 CPI 調整値

1969 30.8 3
1974 50.4 2
1984 88.4 1
1987 91.1 1
1989 94.4 1
1995 103.3 1
1999 105.1 1
2007 101.1 1
2010 100 1

出典：総務省　統計データ   
東京都区部持家の帰属家賃を除く総合
（1947 年〜最新年） 
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=
000001033703&cycode=0　をもとに作成 
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22� 第三部　協働と経済 22�生存と協働を支える所得保障試論

表4　2009年度機能別社会保障給付費（単位 :百万円）

2009 年度 2009 年度
社会保障給付費 99850735 Ⅴ　保健医療 30225673 
Ⅰ　高齢 49785212 　現金給付 1042147 
　現金給付 42953176 　　疾病給付 342669 
　　退職年金 42586695 　　出産給付 524299 
　　早期退職年金 − 　　その他の現金給付 175178 
　　一括給付金 − 　現物給付（保健） 29183526 
　　退職（老齢）給付金 144502 Ⅵ　家族 3310551 
　　その他の現金給付 221979 　現金給付 1851897 
　現物給付 6832037 　　定期的現金給付 1795979 
Ⅱ　遺族 6696864 　　その他の現金給付 55918 
　現金給付 6696623 　現物給付 1458654 
　　遺族年金 6596993 Ⅶ　失業 2524314 
　　一括給付金 14102 　現金給付 2524314 
　　遺族給付金 − 　　正規失業手当 1557348 
　　その他の現金給付 85528 　　特別失業手当 246884 
　現物給付 241 　　退職／余剰手当 −
　　埋葬費 − 　　その他の現金給付 720082 
　　その他 241 　現物給付 −
Ⅲ　障害 3207240 Ⅷ　住宅 442652 
　現金給付 1904951 　　現金給付 442652 
　　障害年金 1856562 　　家賃補助金 442652 
　　軽度障害年金 − 　現物給付 −
　　早期退職年金 − 　　家賃補助 −
　　一括給付金 306 　　家主補助金 −
　　障害給付金 − 　　その他の現物給付 −
　その他の現金給付　 48083 Ⅸ　生活保護その他 2719848 
　現物給付 1302289 　現金給付 1052978 
Ⅳ　労働災害 938379 　　定期的現金給付 1044885 
　被保険者に対する現金給付 428551 　　その他の現金給付 8093 
　　短期現金給付 150451 　現物給付 1666870 
　　長期現金給付（年金） 216598 　　総現金給付費 59181335 
　　その他の現金給付 61503 　　総現物給付費 40669400 
　遺族に対する現金給付 284046 　　社会保障給付費 99850735 
　　定期的給付 256505 出典：2009 年社会保障給付費第 8 表より作成
　　その他の現金給付 27540 
　現物給付 225783 
　　医療の現物給付 222806 
　　その他の現物給付 2976 

望ましいモデルを構築できるが，そのような影響は捨象する．
　第三に，所得税における納税者の構成に関する前提である．源泉所得税に関
する試算は「民間給与実態統計調査」を利用するため，公務員が除外される．
申告所得税の試算は「申告所得税標本調査」をベースにするため，源泉所得税
の納税者も対象となっている．それゆえに，源泉所得税の二重計算を回避す
るため，当該納税者の 50％が申告納税者であるという仮定を設ける．この 50
％という数値の根拠は利用する年の「申告所得税標本調査」における税額の内

表5　BI 総額とその財源
BI 月額

（単位：１万円）
人口総数

（単位：１万人）
ＢＩ総額

（単位：１兆円）
修正ＢＩ総額

（単位：１兆円）
10 12751 153.0120 136.3109 
9 12751 137.7108 121.0097 
8 12751 122.4096 105.7085 
7 12751 107.1084 90.4073 
6 12751 91.8072 75.1061 
5 12751 76.5060 59.8049 

出典：本稿が作成

表6　1969年所得税計算式（X：課税所得，単位：1万円）

0.1X  （X ≦ 90）
0.14X-3.6  （90<X ≦ 180）
0.18X-10.8 （180<X ≦ 300）
0.22X-22.8  （300<X ≦ 450）
0.26X-40.8  （450<X ≦ 600）
0.3X-64.8  （600<X ≦ 750）
0.34X-94.8  （750<X ≦ 900）

0.38X-130.8  （900<X ≦ 1200）
0.42X-178.8 （1200<X ≦ 1500）
0.46X-238.8  （1500<X ≦ 2100）
0.5X-322.8 （2100<X ≦ 3000）

0.55X-472.8  （3000<X ≦ 6000）
0.6X-772.8 （6000<X ≦ 9000）

0.65X-1222.8  （9000<X ≦ 13500）
0.7X-1897.8  （13500<X ≦ 19500）

0.75X-2872.8  （19500<X）
　出典：表 3 より作成　　　　　　　　　



22� 第三部　協働と経済 22�生存と協働を支える所得保障試論
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社会保障給付費 99850735 Ⅴ　保健医療 30225673 
Ⅰ　高齢 49785212 　現金給付 1042147 
　現金給付 42953176 　　疾病給付 342669 
　　退職年金 42586695 　　出産給付 524299 
　　早期退職年金 − 　　その他の現金給付 175178 
　　一括給付金 − 　現物給付（保健） 29183526 
　　退職（老齢）給付金 144502 Ⅵ　家族 3310551 
　　その他の現金給付 221979 　現金給付 1851897 
　現物給付 6832037 　　定期的現金給付 1795979 
Ⅱ　遺族 6696864 　　その他の現金給付 55918 
　現金給付 6696623 　現物給付 1458654 
　　遺族年金 6596993 Ⅶ　失業 2524314 
　　一括給付金 14102 　現金給付 2524314 
　　遺族給付金 − 　　正規失業手当 1557348 
　　その他の現金給付 85528 　　特別失業手当 246884 
　現物給付 241 　　退職／余剰手当 −
　　埋葬費 − 　　その他の現金給付 720082 
　　その他 241 　現物給付 −
Ⅲ　障害 3207240 Ⅷ　住宅 442652 
　現金給付 1904951 　　現金給付 442652 
　　障害年金 1856562 　　家賃補助金 442652 
　　軽度障害年金 − 　現物給付 −
　　早期退職年金 − 　　家賃補助 −
　　一括給付金 306 　　家主補助金 −
　　障害給付金 − 　　その他の現物給付 −
　その他の現金給付　 48083 Ⅸ　生活保護その他 2719848 
　現物給付 1302289 　現金給付 1052978 
Ⅳ　労働災害 938379 　　定期的現金給付 1044885 
　被保険者に対する現金給付 428551 　　その他の現金給付 8093 
　　短期現金給付 150451 　現物給付 1666870 
　　長期現金給付（年金） 216598 　　総現金給付費 59181335 
　　その他の現金給付 61503 　　総現物給付費 40669400 
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望ましいモデルを構築できるが，そのような影響は捨象する．
　第三に，所得税における納税者の構成に関する前提である．源泉所得税に関
する試算は「民間給与実態統計調査」を利用するため，公務員が除外される．
申告所得税の試算は「申告所得税標本調査」をベースにするため，源泉所得税
の納税者も対象となっている．それゆえに，源泉所得税の二重計算を回避す
るため，当該納税者の 50％が申告納税者であるという仮定を設ける．この 50
％という数値の根拠は利用する年の「申告所得税標本調査」における税額の内

表5　BI 総額とその財源
BI 月額
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人口総数

（単位：１万人）
ＢＩ総額

（単位：１兆円）
修正ＢＩ総額

（単位：１兆円）
10 12751 153.0120 136.3109 
9 12751 137.7108 121.0097 
8 12751 122.4096 105.7085 
7 12751 107.1084 90.4073 
6 12751 91.8072 75.1061 
5 12751 76.5060 59.8049 

出典：本稿が作成

表6　1969年所得税計算式（X：課税所得，単位：1万円）

0.1X  （X ≦ 90）
0.14X-3.6  （90<X ≦ 180）
0.18X-10.8 （180<X ≦ 300）
0.22X-22.8  （300<X ≦ 450）
0.26X-40.8  （450<X ≦ 600）
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0.42X-178.8 （1200<X ≦ 1500）
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　出典：表 3 より作成　　　　　　　　　



22� 第三部　協働と経済 229生存と協働を支える所得保障試論

訳から採用した極めて作為的な要請である．本稿と同様に税務統計を利用して
所得税における租税支出の推計を行っている上村（2009: 195） によれば，重複
を排除することはデータ処理上，不可能であるという見解を提示しているため，
本稿の仮定は非常に強引なものかもしれない．とはいえ，残りの 50％が源泉
所得分であり，この額は無視するには大きいと思われ，本稿は強引でも分離す
ることを仮定した．また，これらの統計を利用することで申告所得税を納める
一部の年金世帯も含むことになるがその影響は捨象する．
　第四に，利用する統計データでの各階級区分にまったく同質の納税者だけ
が存在していると仮定する．「民間給与実態統計調査」を用いる源泉所得税と

「申告所得税標本調査」を用いる申告所得税はそれぞれに異なる刻み方の給与
所得区分を採用している．本稿は源泉所得税と申告所得税のいずれの試算にお
いても各給与所得区分の平均値を利用するため，このように仮定する．
　第五に，申告所得税では事業所得以外にも配当所得や利子所得の占める割合
が大きい納税者もおり，それぞれに別の課税制度があるのだが，本稿はすべて
捨象して課税所得の一本化を図っている．
　ここで，本稿の想定する年間 BI 総額を説明しよう．一人当たり月額 50,000

表7　1969年控除なし源泉所得税の試算（X：給与，単位：1万円）　
2009 年 2009 年　階級別 1969 年 1969 年 1969 年

階級区分
（単位：１万円） 給与所得者数 控除なし課税所得

（単位：１万円） 税率 階級別平均税額
（単位：１万円）

階級別税額
（単位：１億円）

X ≦ 100 3989048 81.40 10.0% 8.14 3247 
100<X ≦ 200 7009695 146.60 14.0% 16.92 11863 
200<X ≦ 300 7899258 252.60 18.0% 34.67 27385 
300<X ≦ 400 8148526 349.10 22.0% 54.00 44004 
400<X ≦ 500 6162929 446.90 26.0% 75.39 46465 
500<X ≦ 600 4073509 548.80 26.0% 101.89 41504 
600<X ≦ 700 2463536 646.70 30.0% 129.21 31831 
700<X ≦ 800 1694629 745.50 30.0% 158.85 26919 
800<X ≦ 900 1147970 847.20 34.0% 193.25 22184 
900<X ≦ 1000 710361 948.30 38.0% 229.55 16307 
1000<X ≦ 1500 1303499 1180.50 38.0% 317.79 41424 
1500<X ≦ 2000 267987 1715.80 46.0% 550.47 14752 
2000<X ≦ 2500 81965 2294.70 50.0% 824.55 6758 
2500<X 103568 4013.70 50.0% 1534.05 15888 

 合計　35 兆 532 億円

出典：本稿で作成

円から 100,000 円（10,000 円刻み）と設定し，日本の人口数を 2009 年 10 月 1 日
現在の確定値である 1 億 2751 万人とする 10）．通常，これらの値をかけたもの
が年間 BI 総額になるが，本稿はここに独自の修正を施す．基本路線は，BI 導
入によって不要になる現金給付部分に支出されていた分を差し引く．これは，
小沢（2002; 2008）によってヒントを得た．まず表 4 の 2009 年度社会保障給付
費に注目しよう．この内から，VI「家族」の現金給付費（1 兆 8,519 億円），VII

「失業」の現金給付費（2 兆 5,243 億円），VIII「住宅」の現金給付費（4,427 億円），
IX「生活保護その他」の現金給付費（1 兆 530 億円）は，BI よって不要になる
と考える．以上から 10 兆 2,521 億円を BI 総額から引いてもよいと想定する．

表8　1969年控除なし申告所得税の試算（X：所得，単位：1万円）
2009 年 2009 年　階級別 1969 年 1969 年 1969 年

階級区分
（単位：１万円）

給与所得者数
控除なし課税所得
（単位：１万円）

税率
階級別平均税額

（単位：１万円）
階級別税額

（単位：１億円）
X ≦ 70 万 119947.5 55.7 10.0% 5.6 66.76 

70 万 <X ≦ 100 万 196514 85.8 10.0% 8.6 168.69 
100 万 <X ≦ 150 万 493642.5 126.3 14.0% 14.1 695.47 
150 万 <X ≦ 200 万 568306.5 174.8 14.0% 20.9 1186.38 
200 万 <X ≦ 250 万 452805.5 222.8 18.0% 29.3 1327.11 
250 万 <X ≦ 300 万 282128 273.4 18.0% 38.4 1083.50 
300 万 <X ≦ 400 万 368209 345.6 22.0% 53.2 1959.71 
400 万 <X ≦ 500 万 239759 446.4 22.0% 75.4 1807.93 
500 万 <X ≦ 600 万 170553.5 547.1 26.0% 101.5 1730.35 
600 万 <X ≦ 700 万 128797 647.2 30.0% 129.4 1666.24 
700 万 <X ≦ 800 万 95028 747.0 30.0% 159.3 1513.73 

800 万 <X ≦ 1000 万 125003 890.9 34.0% 208.1 2601.38 
1000 万 <X ≦ 1200 万 80333 1092.7 38.0% 284.4 2284.88 
1200 万 <X ≦ 1500 万 79287 1337.4 42.0% 382.9 3035.99 
1500 万 <X ≦ 2000 万 75095.5 1718.9 46.0% 787.8 5915.80 
2000 万 <X ≦ 3000 万 57673.5 2412.8 50.0% 883.6 5095.89 
3000 万 <X ≦ 5000 万 34550.5 3769.3 55.0% 1600.3 5529.09 

5000 万 <X ≦ 1 億 15524 6651.1 60.0% 3217.9 4995.41 
1 億 <X ≦ 2 億 3595 13347.0 65.0% 7452.8 2679.27 
2 億 <X ≦ 5 億 1001.5 28822.0 75.0% 18743.7 1877.18 

5 億 <X ≦ 10 億 175 67954.0 75.0% 50007.9 875.14 
10 億 <X ≦ 20 億 67.5 134820.7 75.0% 100158.0 676.07 
20 億 <X ≦ 50 億 23.5 308295.7 75.0% 230264.2 541.12 

50 億 <X ≦ 100 億 6 627658.3 75.0% 469786.2 281.87 
100 億 <X 5 1672720.0 75.0% 1253582.4  626.79 

合計　5 兆 222 億円

出典：本稿で作成
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訳から採用した極めて作為的な要請である．本稿と同様に税務統計を利用して
所得税における租税支出の推計を行っている上村（2009: 195） によれば，重複
を排除することはデータ処理上，不可能であるという見解を提示しているため，
本稿の仮定は非常に強引なものかもしれない．とはいえ，残りの 50％が源泉
所得分であり，この額は無視するには大きいと思われ，本稿は強引でも分離す
ることを仮定した．また，これらの統計を利用することで申告所得税を納める
一部の年金世帯も含むことになるがその影響は捨象する．
　第四に，利用する統計データでの各階級区分にまったく同質の納税者だけ
が存在していると仮定する．「民間給与実態統計調査」を用いる源泉所得税と

「申告所得税標本調査」を用いる申告所得税はそれぞれに異なる刻み方の給与
所得区分を採用している．本稿は源泉所得税と申告所得税のいずれの試算にお
いても各給与所得区分の平均値を利用するため，このように仮定する．
　第五に，申告所得税では事業所得以外にも配当所得や利子所得の占める割合
が大きい納税者もおり，それぞれに別の課税制度があるのだが，本稿はすべて
捨象して課税所得の一本化を図っている．
　ここで，本稿の想定する年間 BI 総額を説明しよう．一人当たり月額 50,000

表7　1969年控除なし源泉所得税の試算（X：給与，単位：1万円）　
2009 年 2009 年　階級別 1969 年 1969 年 1969 年

階級区分
（単位：１万円） 給与所得者数 控除なし課税所得

（単位：１万円） 税率 階級別平均税額
（単位：１万円）

階級別税額
（単位：１億円）

X ≦ 100 3989048 81.40 10.0% 8.14 3247 
100<X ≦ 200 7009695 146.60 14.0% 16.92 11863 
200<X ≦ 300 7899258 252.60 18.0% 34.67 27385 
300<X ≦ 400 8148526 349.10 22.0% 54.00 44004 
400<X ≦ 500 6162929 446.90 26.0% 75.39 46465 
500<X ≦ 600 4073509 548.80 26.0% 101.89 41504 
600<X ≦ 700 2463536 646.70 30.0% 129.21 31831 
700<X ≦ 800 1694629 745.50 30.0% 158.85 26919 
800<X ≦ 900 1147970 847.20 34.0% 193.25 22184 
900<X ≦ 1000 710361 948.30 38.0% 229.55 16307 
1000<X ≦ 1500 1303499 1180.50 38.0% 317.79 41424 
1500<X ≦ 2000 267987 1715.80 46.0% 550.47 14752 
2000<X ≦ 2500 81965 2294.70 50.0% 824.55 6758 
2500<X 103568 4013.70 50.0% 1534.05 15888 

 合計　35 兆 532 億円

出典：本稿で作成

円から 100,000 円（10,000 円刻み）と設定し，日本の人口数を 2009 年 10 月 1 日
現在の確定値である 1 億 2751 万人とする 10）．通常，これらの値をかけたもの
が年間 BI 総額になるが，本稿はここに独自の修正を施す．基本路線は，BI 導
入によって不要になる現金給付部分に支出されていた分を差し引く．これは，
小沢（2002; 2008）によってヒントを得た．まず表 4 の 2009 年度社会保障給付
費に注目しよう．この内から，VI「家族」の現金給付費（1 兆 8,519 億円），VII

「失業」の現金給付費（2 兆 5,243 億円），VIII「住宅」の現金給付費（4,427 億円），
IX「生活保護その他」の現金給付費（1 兆 530 億円）は，BI よって不要になる
と考える．以上から 10 兆 2,521 億円を BI 総額から引いてもよいと想定する．

表8　1969年控除なし申告所得税の試算（X：所得，単位：1万円）
2009 年 2009 年　階級別 1969 年 1969 年 1969 年

階級区分
（単位：１万円）

給与所得者数
控除なし課税所得
（単位：１万円）

税率
階級別平均税額

（単位：１万円）
階級別税額

（単位：１億円）
X ≦ 70 万 119947.5 55.7 10.0% 5.6 66.76 

70 万 <X ≦ 100 万 196514 85.8 10.0% 8.6 168.69 
100 万 <X ≦ 150 万 493642.5 126.3 14.0% 14.1 695.47 
150 万 <X ≦ 200 万 568306.5 174.8 14.0% 20.9 1186.38 
200 万 <X ≦ 250 万 452805.5 222.8 18.0% 29.3 1327.11 
250 万 <X ≦ 300 万 282128 273.4 18.0% 38.4 1083.50 
300 万 <X ≦ 400 万 368209 345.6 22.0% 53.2 1959.71 
400 万 <X ≦ 500 万 239759 446.4 22.0% 75.4 1807.93 
500 万 <X ≦ 600 万 170553.5 547.1 26.0% 101.5 1730.35 
600 万 <X ≦ 700 万 128797 647.2 30.0% 129.4 1666.24 
700 万 <X ≦ 800 万 95028 747.0 30.0% 159.3 1513.73 

800 万 <X ≦ 1000 万 125003 890.9 34.0% 208.1 2601.38 
1000 万 <X ≦ 1200 万 80333 1092.7 38.0% 284.4 2284.88 
1200 万 <X ≦ 1500 万 79287 1337.4 42.0% 382.9 3035.99 
1500 万 <X ≦ 2000 万 75095.5 1718.9 46.0% 787.8 5915.80 
2000 万 <X ≦ 3000 万 57673.5 2412.8 50.0% 883.6 5095.89 
3000 万 <X ≦ 5000 万 34550.5 3769.3 55.0% 1600.3 5529.09 

5000 万 <X ≦ 1 億 15524 6651.1 60.0% 3217.9 4995.41 
1 億 <X ≦ 2 億 3595 13347.0 65.0% 7452.8 2679.27 
2 億 <X ≦ 5 億 1001.5 28822.0 75.0% 18743.7 1877.18 

5 億 <X ≦ 10 億 175 67954.0 75.0% 50007.9 875.14 
10 億 <X ≦ 20 億 67.5 134820.7 75.0% 100158.0 676.07 
20 億 <X ≦ 50 億 23.5 308295.7 75.0% 230264.2 541.12 

50 億 <X ≦ 100 億 6 627658.3 75.0% 469786.2 281.87 
100 億 <X 5 1672720.0 75.0% 1253582.4  626.79 

合計　5 兆 222 億円

出典：本稿で作成
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表9　1974年課税所得計算式（X：課税所得，単位：1万円）

0.1X （X ≦ 120）
0.12X-2.4 （120<X ≦ 240）
0.14X-7.2 （240<X ≦ 360）
0.16X-14.4 （360<X ≦ 480）
0.18X-24 （480<X ≦ 600）
0.21X-42 （600<X ≦ 800）
0.24X-66 （800<X ≦ 1000）
0.27X-96 （1000<X ≦ 1200）
0.3X-132 （1200<X ≦ 1400）
0.34X-188 （1400<X ≦ 1600）
0.38X-252 （1600<X ≦ 2000）
0.42X-332 （2000<X ≦ 2400）
0.46X-428 （2400<X ≦ 3000）
0.5X-952 （3000<X ≦ 4000）
0.55X-748 （4000<X ≦ 6000）
0.6X-1048 （6000<X ≦ 8000）

0.65X-1448 （8000<X ≦ 12000）
0.7X-2048 （12000<X ≦ 16000）

0.75X-2848 （16000<X）
　出典：表 3 より作成　　　　　　　　　

表10　1974年控除なし源泉所得税の試算（X：給与，単位：1万円）　　　　　　
2009 年 2009 年　階級別 1974 年 1974 年 1974 年

階級区分
（単位：１万円）

給与所得者数
控除なし課税所得
（単位：１万円）

税率
階級別平均税額

（単位：１万円）
階級別税額

（単位：１億円）
X ≦ 100 3989048 81.40 10.0% 8.14 3247 
100<X ≦ 200 7009695 146.60 12.0% 15.19 10649 
200<X ≦ 300 7899258 252.60 14.0% 28.16 22247 
300<X ≦ 400 8148526 349.10 14.0% 41.67 33958 
400<X ≦ 500 6162929 446.90 16.0% 57.10 35193 
500<X ≦ 600 4073509 548.80 18.0% 74.78 30463 
600<X ≦ 700 2463536 646.70 21.0% 93.81 23110 
700<X ≦ 800 1694629 745.50 21.0% 114.56 19413 
800<X ≦ 900 1147970 847.20 24.0% 137.33 15765 
900<X ≦ 1000 710361 948.30 24.0% 161.59 11479 
1000<X ≦ 1500 1303499 1180.50 27.0% 222.74 29033 
1500<X ≦ 2000 267987 1715.80 38.0% 400.00 10720 
2000<X ≦ 2500 81965 2294.70 42.0% 631.77 5178 
2500<X 103568 4013.70 55.0% 1459.54 15116 

合計　26 兆 5572 億円　　

出典：本稿で作成

そして，2009 年の公的年金の国庫・公経済負担の額 11）である 10 兆 8,293 億円
を差し引くことにする．このように合計額で 16 兆 7,011 億円を引いた修正さ
れた月額別の BI 総額は表 5 で与えられている．
　所得税の財源試算の結果を述べよう．まず，表 6 にある 1969 年の所得税計
算式を用いて，表 7 では 1969 年の累進税率構造下での所得控除なし源泉所得
税の試算を行い，その結果は 35 兆 532 億円，表 8 で同じく 1969 年当時の申告
所得税の試算を行い，その結果は 5 兆 222 億円である．合計すると，40 兆 754
億円となる．次に，表 9 にある 1974 年の所得税計算式を用いて，表 10 では
1974 年の 1969 年の累進税率構造下での所得控除なし源泉所得税の試算を行い，

表11　1974年控除なし申告所得税の試算（X：給与，単位：1万円）　

2009 年
申告所得税納
税者の半数

2009 年階級別 1974 年 1974 年階級別 1969 年

階級区分
（単位：１万円）

控除なし平均課税所得
（単位：１万円）

税率
推計平均税額

（単位：１万円）
階級別税額

（単位：１億円）
X ≦ 70 万 119947.5 55.7 10.0% 5.6 66.76 
70 万 <X ≦ 100 万 196514 85.8 10.0% 8.6 168.69 
100 万 <X ≦ 150 万 493642.5 126.3 12.0% 15.3 754.71 
150 万 <X ≦ 200 万 568306.5 174.8 12.0% 22.1 1254.58 
200 万 <X ≦ 250 万 452805.5 222.8 12.0% 28.8 1303.88 
250 万 <X ≦ 300 万 282128 273.4 14.0% 31.1 876.58 
300 万 <X ≦ 400 万 368209 345.6 14.0% 41.2 1516.22 
400 万 <X ≦ 500 万 239759 446.4 16.0% 57.0 1367.17 
500 万 <X ≦ 600 万 170553.5 547.1 16.0% 73.1 1247.45 
600 万 <X ≦ 700 万 128797 647.2 21.0% 93.9 1209.64 
700 万 <X ≦ 800 万 95028 747.0 21.0% 114.9 1091.54 
800 万 <X ≦ 1000 万 125003 890.9 24.0% 147.8 1847.74 
1000 万 <X ≦ 1200 万 80333 1092.7 27.0% 199.0 1598.86 
1200 万 <X ≦ 1500 万 79287 1337.4 30.0% 269.2 2134.58 
1500 万 <X ≦ 2000 万 75095.5 1718.9 38.0% 401.2 3012.57 
2000 万 <X ≦ 3000 万 57673.5 2412.8 46.0% 681.9 3932.56 
3000 万 <X ≦ 5000 万 34550.5 3769.3 50.0% 932.6 3222.28 
5000 万 <X ≦ 1 億 15524 6651.1 60.0% 2942.7 4568.19 
1 億 <X ≦ 2 億 3595 13347.0 70.0% 7294.9 2622.53 
2 億 <X ≦ 5 億 1001.5 28822.0 75.0% 18768.5 1879.67 
5 億 <X ≦ 10 億 175 67954.0 75.0% 48117.5 842.06 
10 億 <X ≦ 20 億 67.5 134820.7 75.0% 98267.6 663.31 
20 億 <X ≦ 50 億 23.5 308295.7 75.0% 228373.8 536.68 
50 億 <X ≦ 100 億 6 627658.3 75.0% 467895.8 280.74 
100 億 <X 5 1672720.0 75.0% 1251692.0 625.85 

合計　3 兆 8625 億円

出典：本稿で作成
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表9　1974年課税所得計算式（X：課税所得，単位：1万円）

0.1X （X ≦ 120）
0.12X-2.4 （120<X ≦ 240）
0.14X-7.2 （240<X ≦ 360）
0.16X-14.4 （360<X ≦ 480）
0.18X-24 （480<X ≦ 600）
0.21X-42 （600<X ≦ 800）
0.24X-66 （800<X ≦ 1000）
0.27X-96 （1000<X ≦ 1200）
0.3X-132 （1200<X ≦ 1400）
0.34X-188 （1400<X ≦ 1600）
0.38X-252 （1600<X ≦ 2000）
0.42X-332 （2000<X ≦ 2400）
0.46X-428 （2400<X ≦ 3000）
0.5X-952 （3000<X ≦ 4000）
0.55X-748 （4000<X ≦ 6000）
0.6X-1048 （6000<X ≦ 8000）

0.65X-1448 （8000<X ≦ 12000）
0.7X-2048 （12000<X ≦ 16000）

0.75X-2848 （16000<X）
　出典：表 3 より作成　　　　　　　　　

表10　1974年控除なし源泉所得税の試算（X：給与，単位：1万円）　　　　　　
2009 年 2009 年　階級別 1974 年 1974 年 1974 年

階級区分
（単位：１万円）

給与所得者数
控除なし課税所得
（単位：１万円）

税率
階級別平均税額

（単位：１万円）
階級別税額

（単位：１億円）
X ≦ 100 3989048 81.40 10.0% 8.14 3247 
100<X ≦ 200 7009695 146.60 12.0% 15.19 10649 
200<X ≦ 300 7899258 252.60 14.0% 28.16 22247 
300<X ≦ 400 8148526 349.10 14.0% 41.67 33958 
400<X ≦ 500 6162929 446.90 16.0% 57.10 35193 
500<X ≦ 600 4073509 548.80 18.0% 74.78 30463 
600<X ≦ 700 2463536 646.70 21.0% 93.81 23110 
700<X ≦ 800 1694629 745.50 21.0% 114.56 19413 
800<X ≦ 900 1147970 847.20 24.0% 137.33 15765 
900<X ≦ 1000 710361 948.30 24.0% 161.59 11479 
1000<X ≦ 1500 1303499 1180.50 27.0% 222.74 29033 
1500<X ≦ 2000 267987 1715.80 38.0% 400.00 10720 
2000<X ≦ 2500 81965 2294.70 42.0% 631.77 5178 
2500<X 103568 4013.70 55.0% 1459.54 15116 

合計　26 兆 5572 億円　　

出典：本稿で作成

そして，2009 年の公的年金の国庫・公経済負担の額 11）である 10 兆 8,293 億円
を差し引くことにする．このように合計額で 16 兆 7,011 億円を引いた修正さ
れた月額別の BI 総額は表 5 で与えられている．
　所得税の財源試算の結果を述べよう．まず，表 6 にある 1969 年の所得税計
算式を用いて，表 7 では 1969 年の累進税率構造下での所得控除なし源泉所得
税の試算を行い，その結果は 35 兆 532 億円，表 8 で同じく 1969 年当時の申告
所得税の試算を行い，その結果は 5 兆 222 億円である．合計すると，40 兆 754
億円となる．次に，表 9 にある 1974 年の所得税計算式を用いて，表 10 では
1974 年の 1969 年の累進税率構造下での所得控除なし源泉所得税の試算を行い，

表11　1974年控除なし申告所得税の試算（X：給与，単位：1万円）　

2009 年
申告所得税納
税者の半数

2009 年階級別 1974 年 1974 年階級別 1969 年

階級区分
（単位：１万円）

控除なし平均課税所得
（単位：１万円）

税率
推計平均税額

（単位：１万円）
階級別税額

（単位：１億円）
X ≦ 70 万 119947.5 55.7 10.0% 5.6 66.76 
70 万 <X ≦ 100 万 196514 85.8 10.0% 8.6 168.69 
100 万 <X ≦ 150 万 493642.5 126.3 12.0% 15.3 754.71 
150 万 <X ≦ 200 万 568306.5 174.8 12.0% 22.1 1254.58 
200 万 <X ≦ 250 万 452805.5 222.8 12.0% 28.8 1303.88 
250 万 <X ≦ 300 万 282128 273.4 14.0% 31.1 876.58 
300 万 <X ≦ 400 万 368209 345.6 14.0% 41.2 1516.22 
400 万 <X ≦ 500 万 239759 446.4 16.0% 57.0 1367.17 
500 万 <X ≦ 600 万 170553.5 547.1 16.0% 73.1 1247.45 
600 万 <X ≦ 700 万 128797 647.2 21.0% 93.9 1209.64 
700 万 <X ≦ 800 万 95028 747.0 21.0% 114.9 1091.54 
800 万 <X ≦ 1000 万 125003 890.9 24.0% 147.8 1847.74 
1000 万 <X ≦ 1200 万 80333 1092.7 27.0% 199.0 1598.86 
1200 万 <X ≦ 1500 万 79287 1337.4 30.0% 269.2 2134.58 
1500 万 <X ≦ 2000 万 75095.5 1718.9 38.0% 401.2 3012.57 
2000 万 <X ≦ 3000 万 57673.5 2412.8 46.0% 681.9 3932.56 
3000 万 <X ≦ 5000 万 34550.5 3769.3 50.0% 932.6 3222.28 
5000 万 <X ≦ 1 億 15524 6651.1 60.0% 2942.7 4568.19 
1 億 <X ≦ 2 億 3595 13347.0 70.0% 7294.9 2622.53 
2 億 <X ≦ 5 億 1001.5 28822.0 75.0% 18768.5 1879.67 
5 億 <X ≦ 10 億 175 67954.0 75.0% 48117.5 842.06 
10 億 <X ≦ 20 億 67.5 134820.7 75.0% 98267.6 663.31 
20 億 <X ≦ 50 億 23.5 308295.7 75.0% 228373.8 536.68 
50 億 <X ≦ 100 億 6 627658.3 75.0% 467895.8 280.74 
100 億 <X 5 1672720.0 75.0% 1251692.0 625.85 

合計　3 兆 8625 億円

出典：本稿で作成
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その結果は 26 兆 5,572 億円，表 11 で同じく 1974 年当時の申告所得税の試算
を行い，その結果は 3 兆 8,625 億円である．合計すると，30 兆 4,197 億円とな
る．以下では，より多くの金額を徴税できた 1969 年の試算だけを扱っていく．
　消費税に関して，本稿は飯田（2011）を参考にして税率を 10％に引き上げ
る．先述したように，インボイス方式の導入等により徴税効率化を図り，消費
税 10％分で 25 兆円を確保できると想定する．所得税と消費税の合計は 65 兆
754 億円となるため，月額 50,000 円の BI だけが実現可能であることが示され
た．そこで，次に，完全な BI ではなく給付対象者を限定した部分 BI として
の給付付き税額控除の試算を行う．

　2.2　給付付き税額控除の財源試算モデルとその結果

　給付付き税額控除について財源試算では，まず消費税は BI のケースと同様
に飯田（2011） に従って，消費税 10％分で 25 兆円を確保する．そして，所得
税の累進税率構造も 1969 年当時に戻すが，所得税のなかに本稿独自の性質を
もつ給付付き税額控除を組み込むため財源試算が先の BI の場合と異なる．

表12　1969年所得控除全廃・逓減税額基礎控除導入の源泉所得税の試算（X：給与）　　　　

階級区分
（単位：１万円）

2009 年
給与

所得者数

2009 年
階級別平均課

税所得
（単位：１万円）

1969年
税率

1969 年
階級別平均
税額控除前

税額
（単位：１万円）

税額控除
（単位

：１万円）

1969年
階級別平均納付
税額／給付額

（単位：１万円）

1969年
階級別納付税

額・給付額
（単位：１億円）

1969年
階級別平均再
分配後所得

（単位：１万円）

X ≦ 100 3989048 81.40 10.0% 8.14 100 -91.86 -36643.39 173.26 
100<X ≦ 200 7009695 146.60 14.0% 16.92 105 -88.08 -61738.59 234.68 
200<X ≦ 300 7899258 252.60 18.0% 34.67 110 -75.33 -59506.69 327.93 
300<X ≦ 400 8148526 349.10 22.0% 54.00 90 -36.00 -29333.06 385.10 
400<X ≦ 500 6162929 446.90 26.0% 75.39 70 5.39 3324.28 441.51 
500<X ≦ 600 4073509 548.80 26.0% 101.89 50 51.89 21136.62 496.91 
600<X ≦ 700 2463536 646.70 30.0% 129.21 30 99.21 24440.74 547.49 
700<X ≦ 800 1694629 745.50 30.0% 158.85 10 148.85 25224.55 596.65 
800<X ≦ 900 1147970 847.20 34.0% 193.25 0 193.25 22184.29 653.95 
900<X ≦ 1000 710361 948.30 38.0% 229.55 0 229.55 16306.62 718.75 
1000<X ≦ 1500 1303499 1180.50 38.0% 317.79 0 317.79 41423.89 862.71 
1500<X ≦ 2000 267987 1715.80 46.0% 550.47 0 550.47 14751.83 1165.33 
2000<X ≦ 2500 81965 2294.70 50.0% 824.55 0 824.55 6758.42 1470.15 
2500<X 103568 4013.70 50.0% 1684.05 0 1684.05 17441.37 2329.65 

合計　5771 億円　　　　　　　

出典：本稿で作成
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その結果は 26 兆 5,572 億円，表 11 で同じく 1974 年当時の申告所得税の試算
を行い，その結果は 3 兆 8,625 億円である．合計すると，30 兆 4,197 億円とな
る．以下では，より多くの金額を徴税できた 1969 年の試算だけを扱っていく．
　消費税に関して，本稿は飯田（2011）を参考にして税率を 10％に引き上げ
る．先述したように，インボイス方式の導入等により徴税効率化を図り，消費
税 10％分で 25 兆円を確保できると想定する．所得税と消費税の合計は 65 兆
754 億円となるため，月額 50,000 円の BI だけが実現可能であることが示され
た．そこで，次に，完全な BI ではなく給付対象者を限定した部分 BI として
の給付付き税額控除の試算を行う．

　2.2　給付付き税額控除の財源試算モデルとその結果

　給付付き税額控除について財源試算では，まず消費税は BI のケースと同様
に飯田（2011） に従って，消費税 10％分で 25 兆円を確保する．そして，所得
税の累進税率構造も 1969 年当時に戻すが，所得税のなかに本稿独自の性質を
もつ給付付き税額控除を組み込むため財源試算が先の BI の場合と異なる．

表12　1969年所得控除全廃・逓減税額基礎控除導入の源泉所得税の試算（X：給与）　　　　

階級区分
（単位：１万円）

2009 年
給与

所得者数

2009 年
階級別平均課

税所得
（単位：１万円）

1969年
税率

1969 年
階級別平均
税額控除前

税額
（単位：１万円）

税額控除
（単位

：１万円）

1969年
階級別平均納付
税額／給付額

（単位：１万円）

1969年
階級別納付税

額・給付額
（単位：１億円）

1969年
階級別平均再
分配後所得

（単位：１万円）

X ≦ 100 3989048 81.40 10.0% 8.14 100 -91.86 -36643.39 173.26 
100<X ≦ 200 7009695 146.60 14.0% 16.92 105 -88.08 -61738.59 234.68 
200<X ≦ 300 7899258 252.60 18.0% 34.67 110 -75.33 -59506.69 327.93 
300<X ≦ 400 8148526 349.10 22.0% 54.00 90 -36.00 -29333.06 385.10 
400<X ≦ 500 6162929 446.90 26.0% 75.39 70 5.39 3324.28 441.51 
500<X ≦ 600 4073509 548.80 26.0% 101.89 50 51.89 21136.62 496.91 
600<X ≦ 700 2463536 646.70 30.0% 129.21 30 99.21 24440.74 547.49 
700<X ≦ 800 1694629 745.50 30.0% 158.85 10 148.85 25224.55 596.65 
800<X ≦ 900 1147970 847.20 34.0% 193.25 0 193.25 22184.29 653.95 
900<X ≦ 1000 710361 948.30 38.0% 229.55 0 229.55 16306.62 718.75 
1000<X ≦ 1500 1303499 1180.50 38.0% 317.79 0 317.79 41423.89 862.71 
1500<X ≦ 2000 267987 1715.80 46.0% 550.47 0 550.47 14751.83 1165.33 
2000<X ≦ 2500 81965 2294.70 50.0% 824.55 0 824.55 6758.42 1470.15 
2500<X 103568 4013.70 50.0% 1684.05 0 1684.05 17441.37 2329.65 

合計　5771 億円　　　　　　　

出典：本稿で作成
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　この給付付き税額控除は，消費税逆進性対策と合わせて最低所得保障機能を
もつ．ただし，ここでいう最低所得機能は，シティズンシップに条件づけられ
た日本国民全員ではなく納税者だけを対象としている．つまり，本稿の給付付
き税額控除は，先の BI と異なる既存の所得保障を代替するのではなく，それ
らの存続を前提としたうえで補完する役割を果たすものである．
　具体的な本稿の給付付き税額控除は以下の通りである．第一に，それは勤労
税額控除の側面を備えている．つまり，所得階級区分が 300 万円から 400 万円
と最も分厚い層に達するまでは給付付き税額控除の金額は増加する傾向にあ
り，それを超えたあとは減少していく．この狙いは，何時間働くかの選択につ
いてのインセンティブではなく，無職から就労の入り口に至るまで働くか否か
の選択についてのインセンティブ促進にある．第二に，最初の所得階級区分
である 100 万円までの給付付き税額控除の金額は，100 万円と設定する．この
100 万円という額は，生活保護制度における 1 給地 ─ 1 の 20 〜 40 歳の一人世
帯の年間生活扶助基準，すなわち，｛40,270（第 1 類費）＋ 43,430（第 2 類費）｝
×12=100,440 円から着想を得ている．
　この給付付き税額控除が控除できない部分は現金給付する．試算の結果は，
表 12 と表 13 で表現されている．まず表 12 では，源泉所得税に関する試算を
示している．その結果，給付付き税額控除実行後の源泉所得税の総額は 5,771
億円，給付付き税額控除の金額は 18 兆 7,222 億円である．
　次に申告所得税に関する試算を示す表 13 では，給付付き税額控除実行後の
申告所得税の総額は 2 兆 1,496 億円，給付付き税額控除の金額は 1 兆 9,226 億
円となる．源泉所得税と申告所得税の合計額は，2 兆 7,267 億円となる．

3　試算についての考察
  
　考察に際して，（1）BI と給付付き税額控除の財源として累進所得税の可能
性，（2）所得控除を廃止することの是非，という二つの論点を論じたい．
　まず（1）についてである。本稿の試算結果が示すように，BI については過
去の最も高い累進税率を採用したとしても月額 5 万円の BI 実現だけが示され，

もっと月額を上げるためにはさらに高い累進税率の設定が必要となりその正当
化が課題となる．これに対して，本稿の給付付き税額控除は対象者を限定して
いるものの，最低生活保障を実現できる金額は十分に実現可能である．ここか
らの含意は，ワーキングプアのように従来の所得保障ではカヴァーできないタ
ーゲットに対する本稿の給付付き税額控除の有効性である．しかしその反面で，
既存の生活保護のような所得保障の維持を前提としている本稿の給付付き税額
控除は，BI のようにこれらの機能不全に対する処方箋とはなりえない．この
意味では，本稿の給付付き税額控除は別の政策パッケージと合わせない限り日
本の所得保障全般の改善に寄与しない．
　（2）について，所得控除を廃止する代わりに，関連社会保障を新たに導入す
るという案がある．ここでは一例として昨今の改革で消失した所得制限のない
子ども手当を復活させたケースを考える．総務省統計局による「日本の統計」
によれば 2009 年の 15 歳以下の子どもの人口は 1,806.3 万人である 12）．このよ
うな該当者に対して，月 2.6 万円，年間で 31.2 万円の子ども手当を支給するな
らば 5 兆 6,357 億円となる．本稿の試算において，BI のケースでは月額 5 万円
の場合でも BI と子ども手当の財源を所得税と消費税だけで調達することはで
きない．さらに，医療や介護などの他の社会保障の充実を考えると，果たして
所得保障だけに予算を集中化させてよいのかどうかが問われる．この点では，
本稿の給付付き税税額控除は所得税だけで実現可能であり，増税された消費税
の額は子ども手当に加えて，他の社会保障を手厚くすることも可能である．

４　おわりに

　以上のように BI と給付付き税額控除はそれぞれ利点・欠点があるが，本稿
のように具体的な数字をもとに検討することで争点はより明確になってくる．
本稿の限界として，制度の移行問題や想定した前提・仮定・条件の妥当性があ
る．これらを考慮した上でより幅広い社会保障の政策パッケージに BI と給付
付き税額控除を位置づけた考察を今後の課題としたい．
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付記：本稿は日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）研究課題名「わが国におけるベ
ーシック・インカムの政策導入に向けた総合的検討とネットワーク形成」（代表：小沢
修司教授），規範×秩序研究会のメンバーで申請したユニベール財団の平成 25 年度研
究助成金，公益財団法人医療科学研究所の研究プロジェクト「健康の社会的決定要因
に関する国内外の調査研究動向」による支援を受けた研究成果の一つである．

［注］
１）Basic Income Earth Network
　　http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html
２）日本における大学研究者に限定されない幅広い視野からの BI 財源論の詳細に

ついては立岩・齊藤（2010）を参照せよ．
３）財務省　所得税法等の一部を改正する法律案要綱（2013 年 3 月 1 日）
　　http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st250301y.htm
４）消費税は「ある時点」で逆進的であるが，ライフサイクル全体からみたれば，

消費税は生涯所得に比例している税である解釈もありうる（大竹・小原 2005; 土
居 2010 等）．だが，一時点の相対的に重い税負担も看過できず，何らかの対応が
求められるだろう．

５）内閣府　消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について（2013
年 10 月 1 日閣議決定）

　　http://www5.cao.go.jp/keizai1/2013/1001syouhizei.pdf
６）2014 年 4 月の 1 年半後である 2015 年 10 月には消費税率を 10％に引き上げる

予定があるためである．
７）朝日新聞 2013 年 9 月 19 日夕刊
８）与党税制協議会軽減税率制度調査委員会　軽減税率についての議論の中間報告

　2013 年 11 月 12 日
　　https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf119_1.pdf
９）この給付付き税額控除の試算モデルは，Murakami（forthcoming） と同じもの

である．
10）総務省統計局　第１表　年齢（各歳），男女別人口及び人口性比−総人口，日

本人人口（2009 年 10 月１日現在）
　　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000007552525
11）公的年金各制度の財政収支状況（2009 年度）
　　http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/04/pdf/h21_koutekinenkin_zaiseis

yushijyokyo.pdf
12）総務省統計局　第１表　年齢（各歳），男女別人口及び人口性比−総人口，日

本人人口（2009 年 10 月 1 日現在）
　　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000007552525
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ついては立岩・齊藤（2010）を参照せよ．
３）財務省　所得税法等の一部を改正する法律案要綱（2013 年 3 月 1 日）
　　http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st250301y.htm
４）消費税は「ある時点」で逆進的であるが，ライフサイクル全体からみたれば，

消費税は生涯所得に比例している税である解釈もありうる（大竹・小原 2005; 土
居 2010 等）．だが，一時点の相対的に重い税負担も看過できず，何らかの対応が
求められるだろう．

５）内閣府　消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について（2013
年 10 月 1 日閣議決定）

　　http://www5.cao.go.jp/keizai1/2013/1001syouhizei.pdf
６）2014 年 4 月の 1 年半後である 2015 年 10 月には消費税率を 10％に引き上げる

予定があるためである．
７）朝日新聞 2013 年 9 月 19 日夕刊
８）与党税制協議会軽減税率制度調査委員会　軽減税率についての議論の中間報告

　2013 年 11 月 12 日
　　https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf119_1.pdf
９）この給付付き税額控除の試算モデルは，Murakami（forthcoming） と同じもの

である．
10）総務省統計局　第１表　年齢（各歳），男女別人口及び人口性比−総人口，日

本人人口（2009 年 10 月１日現在）
　　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000007552525
11）公的年金各制度の財政収支状況（2009 年度）
　　http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/04/pdf/h21_koutekinenkin_zaiseis

yushijyokyo.pdf
12）総務省統計局　第１表　年齢（各歳），男女別人口及び人口性比−総人口，日

本人人口（2009 年 10 月 1 日現在）
　　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000007552525
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イノベーション論の批判的検討にむけて
　──発明の社会学からイノベーション・プロセスの経済学へ──

中倉智徳

1　はじめに

　イノベーション概念は，現在の資本主義的発展の主要な構成要素として理論
的・実践的に組み込まれているように思われるにもかかわらず，それがどのよ
うにしてそうみなされるようになったのかをわれわれは十分に知らない 1）．イ
ノベーション概念を「ブラックボックス」として検討なしに使用する現状から
距離をとるために，それがどのようにして形成されたのかを知る必要があるの
ではないか．どのような著者，機関，制度によってイノベーション概念が「新
たな資本主義の精神」の主要な構成要素として構築されていったのかを知るこ
とは，現在の社会編成の批判的検討のために必要な予備的作業ではないだろう
か．
　本稿では，その導きの糸として，ブノワ・ゴダン Benoît Godin によるイノ
ベーション概念に関する系譜学的研究を参照する 2）．彼によれば，現在のイノ
ベーション論の特徴は，①経済成長にポジティブに貢献するという「規範性」，
②政策指向の研究であることからくる，社会経済的問題の〈解決〉としてイノ
ベーションを提示しようとする「遂行性」，③「技術／市場の中心性」という
三つの前提にあるとされる（Godin 2008a）．つまり，現在のイノベーション研
究は，イノベーションを，経済成長を行なうために必要なもの，それによって
何がしかの問題を解決することができるもの，その多くが技術的なものであり，
商品というかたちで市場を通じて普及するものとみなしているという．このよ
うな規定そのものの妥当性も問われる必要があるだろうが，先ずはこのような
ゴダンの規定によるイノベーション概念の特徴を受け入れつつ，それがどのよ


